
 

  

第一回飯舘村蕨平地区可燃性廃棄物減容化事業に係る協議会 
議事要旨 

日  時 平成 26年 5月 21日（水）13：30～15：00 

場  所 飯舘村役場飯野出張所  

出 席 者 委 員 

◎：会長 

 

 

飯舘村 ◎飯舘村村長             菅野典雄 

・小宮行政区長            菅野一三 

・長泥行政区長            鴫原良友 

・議会議員              北原 経 

             （菅野氏が代理で出席） 

・行政区長会長            愛澤文良 

・除染推進課長            中川喜昭 

・除染推進課除染係長         庄司 稔 

福島県 ・産業廃棄物課主幹          佐々木一男 

・相双地方振興局副部長兼環境課長   清野 弘 

環境省 ・本省廃棄物対策課          岸田 秀 

環境省 

福島環境 

再生 

事務所 

 

・調整官               馬場 康弘 

・減容化施設整備課長         小島 啓之 

・放射能汚染廃棄物対策第一課課長補佐 大川 裕 

・放射能汚染廃棄物対策第二課課長補佐 大友 宏 

・減容化施設整備課課長補佐      境  道啓 

 事務局 環境省 

 

 

 

 

・放射能汚染廃棄物対策第二課     宍戸 一男 

・放射能汚染廃棄物対策第二課     松浦 一成 

・減容化施設整備課          大石 治男 

 
日本 

環境衛生 

センター 

・秋月祐司 

・仁木 伸 

 

事業者 仮設焼却施設 

・IHI環境・日揮・熊谷組 JV 

仮設資材化施設 

・日揮・太平洋セメント・太平洋エンジニアリング・日本下水道

事業団・農業食品産業技術総合研究機構・国際農林水産業研究

センターJV 

 



 

  

 

議事要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○協議会設置要綱（案）の説明があった。 

○互選により菅野村長が協議会会長に選ばれた。 

○事業者から事業概要の説明が行われた。 

 ①設備概要について 

 ②焼却炉及び資材化施設の概要について 

 ③工事スケジュールについて 

○事務局から以下の説明が行われた。 

 ①安全対策について 

 ②道路改良について 

○質疑応答により、以下の点が確認された。 

 ・蕨平の委員が欠席しているが、蕨平の委員には協議会の設置についてはご

理解を得ており、欠席のままの開催についてもご了解を頂いていること。 

 ・施設に近い地区はモニタリングポストを設置し、その測定データは公開す

ること。 

 ・住民の方に対し施設について十分説明を行うこと。  

 ・着工が予定より３ヶ月遅れているが、今後は遅れのないようにすること。 

 ・稼働期間の 3年（最大 5年）は必ず守ること。 

  ・県道、村道の改善要望については、今後も継続して検討すること。 

 ・次回協議会を早急に開催すること。 

                               以上                                  

 


